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会 議 録 

審議会等の 

名称 

平成２９年第１回教育委員会（定例会） 

開催日時 平成２９年１月２７日（金）１４：００～１４：３５ 

開催場所 山口市役所別館１階第２会議室 

公開・部分公

開の区分 

部分公開 

出席者 宮原委員長、横山委員、佐々木委員、竹内委員、佐藤委員、岩城委員 

欠席者 大野委員 

事務局 山根教育部長、末貞社会教育担当理事、眞砂教育総務課長、伊藤教育施設管理課長、江

山学校教育課長、山見社会教育課長、中原中央図書館長、石川教育総務課主幹、岡本教

育総務課副主幹 

付議案件 議  案 

（１）教育財産の所管換えについて 

（２）教育財産の所管換えについて 

（３）教育委員会の委員の辞職について 

報告事項 

（１）平成２９年度全国学力・学習状況調査への参加について 

（２）平成２９年山口市成人式の参加状況について 

協議事項 

（１）（仮称）第二次山口市生涯学習基本計画の調査研究について 

 宮原委員長  ただいまから、平成２９年第１回教育委員会（定例会）を開会いたし

ます。会議録の署名につきましては、佐々木委員さんと横山委員さんに

お願いしたいと思います。 

 本日は、議案３件、報告事項２件、協議事項１件となっております。 

 それでは、まず、公開・非公開を確認いたします。 

 議案第３号につきましては、人事に関する案件でございますので、非

公開にしたいと思いますがよろしいでしょうか。非公開に賛成される方

は、挙手をお願いいたします。 

 

 （全員挙手） 

 

 それでは、議案第３号については、「山口市教育委員会会議規則第９

条の２」に基づき、秘密会により審議いたします。 

 本日は、審議する順番を公開できるものから始めたいと思います。そ

れでは、議案第１号の教育財産の所管換えについて、事務局から説明を

お願いします。伊藤課長。 
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伊藤教育施

設管理課長 

 それでは、御説明いたします。 

 資料①、議案集の１ページ及び議案参考資料②の１ページから３ペー

ジでございます。 

 これは、平成２７年度末で廃校となりました、旧嘉年小学校の敷地と

屋内運動場、便所及びこれらをつなぐ渡り廊下につきまして、今後、社

会体育施設として活用するため、スポーツ交流課に所管換えいたすもの

でございます。 

 地番、面積は、議案、１ページのとおりでございます。 

 議案参考資料、１ページを御覧ください。 

 廃校に当たりましては、地元から、嘉年地域のふれあい運動会のほか、

スポーツ振興、触れ合いの場として今後も活用したいとの要望がござい

まして、現在、老朽化した校舎・プールなどを解体撤去するとともに、

グラウンド・駐車場の整備工事を行っており、３月末までには工事を完

了し、４月１日に所管換えいたしたいと考えております。 

 めくりまして、２ページですが、これは現地の航空写真でございます。

赤い線で囲まれた部分が現在の学校敷地でございます。右隣の緑色で囲

まれておりますのが旧嘉年保育園の敷地でございます。 

 ３ページにございますように、学校敷地と保育園敷地を一体としたグ

ラウンドとして活用し、また、現在の屋内運動場は耐震補強工事が済ん

でおりまして、今後、嘉年体育館として活用されることとなります。 

 説明は以上でございます。 

宮原委員長  それでは、議案第１号について御意見や御質問はございませんか。よ

ろしいでしょうか。 

 

 （なし） 

 

 では、議案第１号について承認される方は挙手をお願いいたします。 

 

 （承認者挙手） 

 

 ありがとうございます。 

 それでは、原案のとおり決定いたします。 

 続きまして、議案第２号教育財産の所管換えについて、事務局からお

願いします。伊藤課長。 

伊藤教育施

設管理課長 

続きまして、資料①議案集の２ページ及び資料②議案参考資料の４ペー

ジ、５ページを御覧ください。 
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  これは、大内小学校北側の市道の幅員を拡幅するため、学校用地２９

平方メートルを道路河川管理課に所管換えいたすものでございます。 

 議案参考資料、４ページが現地の見取図でございます。 

 大内小学校北側の市道は、広いところは幅員４.７メートルでございま

すが、一部、該当箇所として太い線で表示しております箇所とその東隣

の箇所について幅員が３メートル程度と狭く、見通しが悪いなど支障が

ございまして、両側に少しずつでも広がることが望まれておったところ

でございます。 

 このたび、学校の東隣の土地所有者の協力を得て、先行して、片側の

大内小学校側の拡幅整備をいたすこととなったところでございます。 

 ５ページに配置図を示しております。 

 斜線部分の、幅が０.８メートルから１メートルを市道として拡幅整備

いたし、所管換えをいたすこととなります。 

 また、大内小学校では、新しい校舎と給食室が昨年１１月末に完成し

ております。５ページで解体予定とございますのが、旧給食室と倉庫で

あり、現在解体工事中でございます。 

 道路の拡幅工事につきましては、現在、市道箇所で工事中の公共下水

道工事が完成してからの着手となり、境界のフェンス整備などを含めた

工事終了が平成２９年４月以降となる見込みでございます。 

 説明は以上でございます。 

宮原委員長  それでは、議案第２号について御意見や御質問はございませんか。よ

ろしいでしょうか。 

 

 （なし） 

 

 それでは、議案第２号について承認される方は挙手をお願いいたしま

す。 

 

 （承認者挙手） 

 

 ありがとうございます。 

 それでは、原案のとおり決定いたします。 

 次に、報告事項に移ります。 

 報告第１号平成２９年度全国学力・学習状況調査への参加について、

事務局からお願いします。江山課長。 

江山学校教

育課長 

 報告第１号、平成２９年度全国学力・学習状況調査への参加について

御説明いたします。 
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  資料①議案集の３ページ、資料②議案参考資料の６ページをお開きく

ださい。 

 年末に文部科学省から山口県教育長を通して、平成２９年度の全国学

力・学習状況調査への参加の確認調査がございまして、去る１月１０日、

山口市内の全小中学校が参加する旨を回答いたしたところでございま

す。ただし、平成２９年度は、串小学校と柚野木小学校においては新６

年生がおりませんので、小学校は全体で３３校ですが、参加は３１校と

なっております。 

 資料②議案参考資料の６ページを御覧ください。 

 平成２９年度から４つの変更点がございますので、お知らせいたしま

す。６ページの中ほどにございます。 

 １点は、調査結果の個票データ等を大学等の研究者や国等の行政機関

の職員へ貸与すること等を追記するということで、今までは文科省で使

っていたものを大学や研究機関へデータを貸し出すということが来年度

から行われるということでございます。 

 ２点目といたしましては、従来から公表している都道府県に加えて、

指定都市の調査結果についても公表するということでございます。 

 ３点目といたしましては、小学校調査の結果を中学校に送付するとい

うことが追記されております。これは、小学校で行ったデータを中学校

に渡し、中学校３年間の変化も確認できるようにするものでございます。 

 ４点目といたしましては、保護者に対する調査の実施に伴い、記載内

容を追記するというものでございまして、２５年度にも行ったところで

ございます。 

その下には、調査の対象に公立大学法人が設置する学校を追記すると

いうこともございますが、これは、山口市には関係ございませんが、そ

ういった形で、平成２９年度も全国学力・学習状況が行われ、山口市内

の学校全部が参加することとし、４点の変更がなされているということ

でございます。 

 以上で報告といたします。 

宮原委員長  それでは、報告第１号について御意見や御質問はございませんか。 

 私から質問させていただきます。 

 追記の部分に、小学校調査の結果を中学校に送付できるようになると

ありましたが、これは、中学校が、経年変化について調査、分析するこ

とができるようになるという意味ですか。 

江山学校教

育課長 

 委員長のおっしゃるとおりでございます。 

宮原委員長  目的としてはそういうことなのですね。 
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江山学校教

育課長 

 今までは、各小学校で管理するデータとしておりましたが、小中連携

の中において、平均点等の情報交換もしております。 

 小学校で登録した個人データを中学校に渡し、小６のデータと中３の

データを比較して、経年変化を見ることができるような形での利用にな

るものと考えております。 

 

宮原委員長  教育委員会からの指示ではなく、各中学校が独自の判断でデータを分

析できるようにするために行うということですね。 

 

江山学校教

育課長 

 はい。 

宮原委員長  わかりました。 

 

江山学校教

育課長 

 教育委員会事務局は、各学校の全体データを持っており、各学校の状

態や経年変化がわかる状態でございます。なお、各学校の各個人のデー

タにつきましては、現在も各学校で使用しております。 

 

宮原委員長  わかりました。データの取り扱いについてよく理解していない点があ

りましたので確認させていただきました。ありがとうございました。 

 ほかに何かございませんか。 

 

竹内委員  １９ページに保護者に対する調査という項目がありまして、また、２

０ページの６の（２）に調査結果の提供というのがありますが、これは、

保護者に対する調査をして、その結果を学校に提供するということでよ

ろしかったですか。 

 

江山学校教

育課長 

 はい。 

宮原委員長  そのほか、何かございませんか。 

 

 （なし） 

 

 では、続きまして、報告第２号平成２９年山口市成人式の参加状況に

ついて、事務局からお願いいたします。山見課長。 

山見社会教

育課長 

 社会教育課から、報告第２号平成２９年山口市成人式の参加状況につ

いて報告いたします。 
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  資料①議案集の４ページ、５ページでございます。 

 平成２９年山口市成人式を去る１月８日の日曜日に、山口市民館にお

いて挙行いたしたところでございます。教育委員の皆様方におかれまし

ては式典に御出席いただきまして、まことにありがとうございました。 

 地区別の参加状況につきましては、５ページの資料のとおりでござい

ますが、表の一番下段にございますとおり、住登外を含め、参加対象者

２,１３０人に対し、参加者総数、受付の通過者でございますが、１,４

０１人、出席率は６５.８パーセントとなっており、参加者総数、出席率

ともに、前年とほぼ同数となったところでございます。 

 当日、雨模様であったことを考慮いたしますと、参加者数及び参加率

が前年とほぼ同様であったことは喜ばしい結果になったというふうに考

えております。 

 なお、式典等における大きなトラブルはございませんでしたが、例年

のように、受付周辺で多くの新成人が談笑して、会館内になかなか入ら

ず、山口大学の皆さんによるアトラクションの際には、大ホール内が閑

散としていたことは大変残念でございました。 

 アトラクションの方法や内容、また場内アナウンスの方法など、来年

に向けて再検討いたしたいと考えております。 

 なお、成人年齢を１８歳に引き下げる民法改正が検討されている現状

を踏まえますと、今後、全国的に成人式のあり方について議論される日

が来るであろうと考えております。 

 成人式は単に成人を祝う場ではなく、本市の若者が一堂に会する貴重

な機会と捉えまして、本市への愛着を育む場であると認識いたしており、

若者の提示に従う内容で実施いたしましたこのたびの成人式の経験を、

今後の検討に生かしていきたいと考えているところでございます。 

 以上、社会教育課から報告第２号についての説明を終わります。 

宮原委員長  それでは、報告第２号について御意見や御質問はございませんか。 

岩城委員  小ホールを利用された方は、ございましたか。 

山見社会教

育課長 

 式典の際に小ホールを利用された成人はおられませんでしたので、市

民会館の外にいるか、大ホールの中にいるかという状況でございました。 

宮原委員長  大殿地域男子の出席率がとても低いように思いますが、イベントなど

特別な何かがあったのでしょうか。地元ですので、女子はたくさんいら

っしゃっていますが、男子がとても低いなと感じます。 

山見社会教

育課長 

 大殿地域の出席率が低いということについての原因は、把握をしてお

りません。 

 ２１地域でみますと、平川が圧倒的に低くなっております。その次に

少ないのが大殿、その次に鋳銭司から仁保という順番になっております。 

 平川がかなり低いという原因を含めまして、地域交流センターにも確

認してみたいと考えているところでございます。 
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宮原委員長  平川は大学生が多く、地元に戻られる方も多いので、毎年低くなって

いると思います。 

山見社会教

育課長 

 そうですね。 

岩城委員  大殿については、県立大の影響ということはありませんか。 

宮原委員長  県立大については、宮野地域になるのではないかと思います。 

山見社会教

育課長 

 宮野地域ですかね。 

宮原委員長  大殿地域の男子だけが低いなと思いまして。人数が少ない地域でした

ら増減もあるかと思いますが、大殿地域はそんなに少なくなさそうだな

と思いまして、質問させていただきました。 

佐藤委員  住民基本台帳登録者外について、これは県外に出ている人のことだと

思うのですが、なぜ対象者よりも当日参加者が多いのでしょうか。案内

を出してないのに出席されたのか、あるいは、案内が漏れていたという

ことなのでしょうか。 

山見社会教

育課長 

 基本的には住民票がある方のみに、案内状を送付しております。 

 ホームページ等で、成人式の開催内容の周知を行っておりまして、市

外に住民票を出しておられる方でも、山口市の成人式に出席したいと思

われた場合は、親御さんを通じてなど、電話で受け付けをいたしまして、

後日、案内状を送るという対応をさせていただいております。 

 市外在住者で、山口市の成人式に出席したいので案内状をくださいと

う方ですので、これらの方々の多くは実際に出席されていらっしゃると

ころでございます。 

佐藤委員  １６６というのは、問い合わせがあって案内状を送った数で、この差

は、問い合わせはなかったけど、当日参加された方の数ということでよ

ろしかったですか。 

山見社会教

育課長 

 そうです。そういう方もいらっしゃいますので、１０３％ということ

になっております。 

佐藤委員  わかりました。 

宮原委員長  ほかに御質問はございませんか。 

佐々木委員  質問といいますか、意見になると思います。新成人の方は、立派な御

挨拶をされてよかったと思っておりますが、国旗に向かっての敬礼を新

成人もされた方がいいのではないかと思います。去年も発言したような

記憶がございます。 

 また、気づきになりますが、新成人の方が言葉を述べられるところで、

例年も同様かと思いますが、あれは、御自分でワープロか何かで打たれ

ているのですか。それなりの紙で準備をされてもいいかなと、思ったと

ころです。 
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山見社会教

育課長 

 その点に関しての舞台裏を申し上げますと、新成人の方に関しまして

は、リハーサルをさせていただいておりますが、佐々木委員にご指摘い

ただいた部分については抜けておったところでございます。 

 こうした新成人の動き方について、細かいところまでの指示が至らな

かったという反省は、担当職員からも上がってきております。 

 読み原稿につきましては、事務局へ事前にデータを送っていただき、

事務局からの気づきを御本人さんにお返しして、修正したものを読んで

いただくという流れでございます。 

 佐々木委員さんがおっしゃったことも含めまして、来年に向けての反

省点といたしまして、検討していきたいと思っております。ありがとう

ございます。 

宮原委員長  それでは、協議事項に移ります。 

 協議第１号第二次山口市生涯学習基本計画の調査研究について、事務

局からお願いします。山見課長。 

山見社会教

育課長 

 引き続きまして、社会教育課から、協議第１号（仮称）第二次山口市

生涯学習基本計画の調査研究について、御説明いたします。 

 資料①議案集の６ページ、７ページでございます。 

 ７ページにございますとおり、去る１月１１日付で、市長から教育委

員会委員長に対して調査研究の依頼があったところでございます。 

 依頼の内容は、（仮称）第二次山口市生涯学習基本計画に位置づける

事業を検討するため、地域における学びを支援していくために必要な人

材の要件及び育成のあり方について、とりわけ地域交流センターの職員

に求められる能力や育成のあり方について、社会教育の見地から所見を

求めるといったものでございます。 

 生涯学習基本計画の策定に関しましては、社会教育計画及び施策実施

の影響が大きいこと、また、山口市教育委員会事務委任規則におきまし

て、教育委員会から教育長への委任事務に社会教育計画の一般方針を定

めることは除外されていること、さらに、調査研究を行う主体を担う社

会教育委員につきましては、教育委員会から委嘱を受けておりますこと

から、このたびの教育委員会において、社会教育委員会議において調査

研究を行うことに関しまして御協議をお願いするものでございます。 

 なお、本日の協議が整いましたら、２月中旬の社会教育委員会議で調

査研究を行うことを決定いたし、８月までには社会教育委員会議で審議、

報告書案の作成、教育委員会で報告書の提出を行い、９月には市長へ報

告書を提出いたしたいと考えております。 

 平成２０年策定の第一次生涯学習基本計画は、当時の教育委員会生涯

学習課が策定事務を担っておりまして、このたびの第二次の計画は、市

長部局において初めて策定するものでございます。 
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  また、社会教育委員会議の議長・副議長が策定に係る市民会議の委員

となっておりまして、社会教育課は協働推進課とともに当該市民会議の

事務局を担っております。 

 以上で、協議第１号の説明を終わります。 

宮原委員長  それでは、協議第１号について御意見をお願いいたします。 

 すぐに飲み込めないところがあったのですが、皆さんいかがですか。 

 もう少し砕けた説明をしていただけたらと思います。 

山見社会教

育課長 

 このたびの生涯学習基本計画は、市長部局でございます協働推進課が

中心になって策定されるところでございまして、議案資料のとおり依頼

を受けたところでございますが、教育長の専決でこういったことを受け

ることができないようになっておりまして、教育委員会で御協議いただ

いた上で、社会教育委員会議に諮るといいますか、所見を出していただ

きたいと。コンパクトに申し上げますと、こういう形でございます。以

上のことから、本日、教育委員会でお話し合いをいただきたいと考えて

いるとこでございます。 

宮原委員長  ありがとうございます。  

  

山見社会教

育課長 

 第一次計画は、教育委員会で作成しましたから、今回のような問題は

ございませんでした。 

宮原委員長  第二次計画については、社会教育課の社会教育委員さんたちに協議し

ていただくことにしてもよろしいでしょうかということですね。 

山見社会教

育課長 

 一次のときは、教育委員会事務局の生涯学習課が策定事務を行ってお

り、教育委員会の中で完結していたため、特段の協議はございませんで

したが、このたびは市長部局の協働推進課生涯学習担当が策定事務を行

うこととなったため、市長部局から教育委員会へ正式に依頼がないと所

見が求められないところでございます。 

 社会教育委員会議で報告書案をまとめさせていただきたいと考えてお

りまして、８月の案の段階で、改めまして皆様方にお示しさせていただ

きたいと考えているところでございます。よろしくお願いしたいと思い

ます。 

宮原委員長  求められていますというところですね。 

 

山見社会教

育課長 

 そういうことでございます。 

山根教育部

長 

 社会教育委員会議から意見をいただいて、最終的には、この教育委員

会に諮るということですよね。 
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山見社会教

育課長 

 そういうことになります。 

宮原委員長  教育委員会に諮るのが、８月ということですね。 

 

山見社会教

育課長 

 はい。８月の予定でございます。 

宮原委員長  それでは、これより秘密会といたします。 

 傍聴者の方はいらっしゃらないので、議案に移りたいと思います。 

 議案第３号教育委員会の委員の辞職について、事務局からお願いいた

します。眞砂課長。 

眞砂教育総

務課長 

 資料を配らせていただきます。 

 それでは、追加の議案集の１ページでございます。 

 議案第３号教育委員会の委員の辞職についてでございます。 

 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第１０条の規定により、大

野嘉香委員の辞職について同意を求めるものでございます。 

 今、お手元にお配りいたしました資料のとおり、大野委員から辞職願

が提出されております。 

 それでは、議案集の２ページをお開きください。 

 法律と会議規則の規定でございます。市長及び教育委員会の同意を得

て辞職することができるという規定、そして、本市の教育委員会会議規

則には、辞職を受理したときには会議に付して、その同意又は不同意を

議決しなければならないと規定されておりますことから、本議案を提出

いたしたところでございます。 

 辞職願に同意した場合の辞職日の取り扱いについてですが、法令上の

決まりはございませんが、早い時期での辞職を希望されておられまして、

御本人の体調を考慮いたしますと、１月末が適当ではないかと考えてお

ります。 

 なお、市長の同意につきましても、１月末での辞職に同意することで

手続を進めているところでございます。 

 参考までに、委員の任期についてでございますが、通常の委員の任期

は４年とされておりますが、法第５条ただし書きには、委員が欠けた場

合は補欠の委員の任期は前任者の残任期間とすると規定されておりま

す。 

 私からの説明は、以上でございます。 

 

宮原委員長  山根部長、お願いします。 
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山根教育部

長 

 少し補足させていただきます。 

 辞職願に日付が書いてございますが、１月１８日、大野前委員長のリ

ハビリ先でございます、徳山の周南リハビリテーション病院に、私と眞

砂課長とで行ってまいったところでございます。 

 御容体につきましては、以前とお変わりはなく、御本人と奥様、御家

族をあわせて一生懸命リハビリされておられる状況でございましたが、

早い段階での回復は厳しい旨、医療機関から説明を受けているというこ

とを伺ったところでございます。 

 御本人といたしましても、任期を全うして委員会のお手伝いをしたい

という意向があると、しかしその中で、今の状況では、委員会に迷惑を

おかけますし、山口市全体の教育行政にも迷惑をおかけするのではない

かということで、御家族の方の御判断等々を含めまして、辞職というこ

とを選択させてくださいということでございました。 

 先ほど、眞砂課長も申しましたように、辞職する時期につきましても、

迷惑がかからない、なるべく早い時期で、切りのいいときということを

ご希望されましたので、その時期については、委員会で諮らせてくださ

いというふうに、お話しさせていただいたところでございます。 

 御家族の御意向も考慮いたしますと、１月末が妥当な線ではないかと

考えております。委員の皆様にお諮りし、御審議いただきたいと考えて

おります。 

 以上でございます。 

宮原委員長  それでは、議案第３号について御意見や御質問はございませんか。 

 

 （なし） 

 

 ないようでしたら、議案第３号について承認される方は挙手をお願い

いたします。 

 

 （承認者挙手） 

 

 それでは、原案のとおり決定いたします。 

 以上で、本日の付議案件については終了いたしました。 

 次回の定例会は、こちらの第２会議室で、２月１４日（火）午後２時

からの予定です。 

 以上をもちまして、平成２９年第１回教育委員会定例会を閉会いたし

ます。お疲れさまでございました。 
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署名 上記のとおり相違ありません。 
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